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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＳＢ規格に準拠した標準ＵＳＢプラグと前記標準ＵＳＢプラグとは異なる構造を有す
る少なくとも一種の特殊ＵＳＢプラグとを所定方向に沿って選択的に嵌合抜去可能なＵＳ
Ｂレセプタクルであって、
　前記標準ＵＳＢプラグは導電体からなる標準シェルを備えており、
　前記特殊ＵＳＢプラグは導電体からなる特殊シェルを備えており、
　前記特殊シェルは前記所定方向において前記標準シェルよりも突出した識別部を有して
おり、
　前記ＵＳＢレセプタクルは、複数のコンタクトと、前記所定方向と直交するピッチ方向
に前記コンタクトを列設保持する絶縁体からなる保持部材と、前記所定方向と直交する面
内において前記保持部材を囲う導電体からなるシェルと、前記シェルとは別体の導電体か
らなる検知ピンとを備えており、
　前記コンタクトは、接点部を有しており、
　前記保持部材は、前記所定方向及び前記ピッチ方向の双方と直交する垂直方向において
厚みを有し且つ前記所定方向に延びる板状の主部を有しており、
　前記コンタクトの前記接点部は、前記主部の上面上に配置されており、
　前記シェルは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記
標準シェルと接続可能な形状で且つ前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌
合した際には前記特殊シェルと接続可能な形状を有しており、
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　前記検知ピンは、接触部を有しており、
　前記検知ピンは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前
記標準シェルが前記接触部まで到達しない位置であって前記ＵＳＢレセプタクルを前記特
殊ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記特殊シェルの前記識別部が前記接触部に接続される
位置において、前記シェルに対して直接接続しないように前記保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項２】
　請求項１記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記接触部が前記垂直方向と直交する水平面内において変位可能となるように前記検知
ピンは前記保持部材の側部に保持されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項３】
　請求項２記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記検知ピンは、被保持部と、前記被保持部から延びる弾性変形可能なバネ部とを有し
ており、
　前記接触部は、前記バネ部に設けられており、
　前記保持部材は、前記被保持部を保持するピン保持部と、前記接触部の前記変位を許容
する変位許容部と、前記バネ部の変形を許容する変形許容部とを有しており、
　前記変形許容部は、前記所定方向において前記ピン保持部と前記変位許容部との間に位
置し且つ前記ピン保持部から前記変位許容部に近づくに連れて前記ピッチ方向のサイズが
大きくなるように形成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項４】
　請求項３記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記バネ部には被規制部が設けられており、
　前記保持部材には前記ピッチ方向の外側へ向かう前記被規制部の移動を規制する規制部
が形成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項５】
　請求項４記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌合した際に、前記規制部は、前記
ピッチ方向において前記特殊シェルよりも内側に位置している
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項６】
　請求項３乃至請求項５のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記ピン保持部は、前記ピッチ方向と直交する垂直面内に延びる溝であり、
　前記被保持部と前記バネ部とは、前記垂直面内に延びており、且つ、前記ピッチ方向に
おいて前記ピン保持部よりもサイズの小さいものであり、
　前記検知ピンには、前記被保持部を前記ピン保持部の内壁に前記被保持部を押し付ける
ダボが形成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項７】
　請求項６記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記検知ピンには、前記保持部材に圧入される圧入ポストが形成されており、
　前記ダボは前記圧入ポストに形成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項８】
　請求項３乃至請求項７のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記バネ部は、前記垂直方向及び前記所定方向の双方と斜交する方向に延びている
ＵＳＢレセプタクル。
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【請求項９】
　請求項２乃至請求項８のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記接触部は、前記ピッチ方向と前記所定方向とで規定される面内において前記ピッチ
方向の外側に張り出した曲面を有している
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記保持部材には、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際に前
記所定方向において前記標準シェルと前記検知ピンとの間に位置する保護部が形成されて
いる
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記識別部には、第１識別部と第２識別部の二種類あり、
　前記検知ピンには、前記第１識別部と接続可能な第１検知ピンと、前記第２識別部と接
続可能な第２検知ピンとの二種類あり、
　前記第１検知ピン及び前記第２検知ピンは、前記保持部材の前記ピッチ方向の側部に夫
々保持されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記保持部材に搭載される絶縁性の追加保持部材と、前記追加保持部材に保持された複
数の追加コンタクトとを更に備えており、
　前記追加保持部材は、前記所定方向に延びる板状の支持部を有しており、
　前記支持部は、前記垂直方向において前記主部から離間して配置されており、
　前記支持部には、前記支持部を前記垂直方向において貫通する孔が形成されており、
　前記追加コンタクトは、前記支持部と前記主部とに挟まれた空間においては前記孔を通
してのみ、接触可能となっている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１３】
　請求項１２記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記追加保持部材の前記所定方向における長さは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準
ＵＳＢプラグと嵌合した際に前記標準ＵＳＢプラグと重ならないように定められている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１４】
　請求項１２又は請求項１３記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記追加保持部材は、前記垂直方向において前記保持部材と前記シェルとに少なくとも
部分的に挟まれて固定されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１５】
　請求項１４記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記追加保持部材の上面には、前記シェルに当接することにより前記追加保持部材を前
記保持部材側に押し付ける追加ダボが形成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１６】
　請求項１２乃至請求項１５のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記追加コンタクトは、屈曲形成された追加接点部を有しており、
　前記追加コンタクトは、弾性変形可能なものであり、前記追加接点部が前記孔を通して
前記支持部の下方に部分的に突出するように前記追加保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクル。
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【請求項１７】
　請求項１６記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記支持部には、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際に前記
所定方向において前記標準シェルと前記追加コンタクトとの間に位置する追加保護部が形
成されている
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１８】
　請求項１６又は請求項１７記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記シェルには、前記シェルの上面を前記垂直方向において貫通する開口部が形成され
ており、
　前記開口部は前記追加接点部の上方に位置しており、前記開口部を通じて前記追加接点
部を視認可能であると共に前記追加コンタクトが弾性変形した場合であっても前記追加接
点部と前記シェルとが接触しない
ＵＳＢレセプタクル。
【請求項１９】
　請求項１２乃至請求項１８のいずれかに記載のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能であり、
前記特殊ＵＳＢプラグの一種である特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記特殊ＵＳＢプラグは、前記ＵＳＢレセプタクルの前記コンタクトと接続される標準
コンタクトであって前記標準ＵＳＢプラグのコンタクトと同一の複数の標準コンタクトと
、前記追加コンタクトと接続される特殊コンタクトであって前記標準コンタクトとは異な
る複数の特殊コンタクトと、前記標準コンタクト及び前記特殊コンタクトを保持する特殊
保持部材とを更に備えており、
　前記特殊保持部材は、前記標準ＵＳＢプラグの備える標準保持部材に相当する標準相当
部と、前記標準相当部よりも前記所定方向に突出した板状の延長部とを有しており、
　前記標準コンタクトは、前記垂直方向において前記標準相当部の下面上に配置されると
共に前記所定方向において前記延長部まで達しないように前記特殊保持部材に保持されて
おり、
　前記延長部には、前記垂直方向における厚みの薄い薄肉部が設けられており、
　前記薄肉部は、前記延長部の前記所定方向の端面まで達しており、
　前記特殊コンタクトは、前記薄肉部の上面上に露出するように配置されており、
　前記特殊シェルは、前記垂直方向における上方から前記薄肉部を視認可能とする切り欠
き部を有していると共に前記延長部の前記ピッチ方向の側部を覆うように前記所定方向に
突出した側方突出部を有しており、
　前記側方突出部は前記識別部として機能している
特殊ＵＳＢプラグ。
【請求項２０】
　請求項１９記載の特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記薄肉部と前記延長部の前記上面との境界部は、前記垂直方向と斜交する斜面を有し
ている
特殊ＵＳＢプラグ。
【請求項２１】
　請求項１９又は請求項２０記載の特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記特殊コンタクトは、前記薄肉部の前記上面と前記延長部の前記所定方向の前記端面
とにおいて連続して露出している
特殊ＵＳＢプラグ。
【請求項２２】
　請求項１９乃至請求項２１のいずれかに記載の特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記特殊シェルは、前記延長部の前記上面上を覆う上方突出部を有しており、
　前記上方突出部は、前記側方突出部と連続している
特殊ＵＳＢプラグ。
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【請求項２３】
　請求項１９乃至請求項２２のいずれかに記載の特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記薄肉部は、前記特殊ＵＳＢプラグと前記ＵＳＢレセプタクルとを嵌合した際に前記
保持部材の前記主部と前記追加保持部材の前記支持部との間に挿入される
特殊ＵＳＢプラグ。
【請求項２４】
　ＵＳＢ規格に準拠した標準ＵＳＢプラグと前記標準ＵＳＢプラグとは異なる構造を有す
る少なくとも一種の特殊ＵＳＢプラグとを所定方向に沿って選択的に嵌合抜去可能なＵＳ
Ｂレセプタクルであって、
　前記標準ＵＳＢプラグは導電体からなる標準シェルを備えており、
　前記特殊ＵＳＢプラグは導電体からなる特殊シェルを備えており、
　前記特殊シェルは前記所定方向において前記標準シェルよりも突出した識別部を有して
おり、
　前記ＵＳＢレセプタクルは、複数のコンタクトと、前記所定方向と直交するピッチ方向
に前記コンタクトを列設保持する絶縁体からなる保持部材と、前記所定方向と直交する面
内において前記保持部材を囲う導電体からなるシェルと、前記シェルとは別体の導電体か
らなる検知ピンとを備えており、
　前記シェルは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記
標準シェルと接続可能な形状で且つ前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌
合した際には前記特殊シェルと接続可能な形状を有しており、
　前記検知ピンは、接触部を有しており、
　前記検知ピンは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前
記標準シェルが前記接触部まで到達しない位置であって前記ＵＳＢレセプタクルを前記特
殊ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記特殊シェルの前記識別部が前記接触部に接続される
位置において、前記シェルに対して直接接続しないように前記保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２種の相手側コネクタと嵌合可能なコネクタであって嵌合された
相手側コネクタのタイプを識別するためのスイッチを備えるコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＳＢ（Universal Serial Bus）規格に基づいたＵＳＢレセプタクルとＵＳＢプラグと
の接続状態を判別するためのスイッチをＵＳＢレセプタクルに設けたものとしては、例え
ば、特許文献１に開示されたものがある。
【０００３】
　また、ＵＳＢコネクタに関するものではないが、相手側コネクタのタイプを検出できる
コネクタとしては、特許文献２に開示されたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２４２４７６号公報
【特許文献２】特開２００９－１６４０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＵＳＢレセプタクルに対して規格に基づいた標準的なＵＳＢプラグ（標準ＵＳＢプラグ
）だけでなく、それを変形して構成された特殊なＵＳＢプラグ（特殊ＵＳＢプラグ）も接
続可能とし、ＵＳＢレセプタクルに標準ＵＳＢプラグが接続された際の動作とＵＳＢレセ
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プタクルに特殊ＵＳＢプラグが接続された際の動作とを異ならせたいという要求がある。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２の検出構造をＵＳＢレセプタクルに組み込むことは規格を考
慮すると困難である。
【０００７】
　そこで、本発明は、接続されたＵＳＢプラグが標準ＵＳＢプラグか標準ＵＳＢプラグ以
外のＵＳＢプラグ（特殊ＵＳＢプラグ）であるかを識別・検知可能なＵＳＢレセプタクル
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、第１のＵＳＢレセプタクルとして、
　ＵＳＢ規格に準拠した標準ＵＳＢプラグと前記標準ＵＳＢプラグとは異なる構造を有す
る少なくとも一種の特殊ＵＳＢプラグとを所定方向に沿って選択的に嵌合抜去可能なＵＳ
Ｂレセプタクルであって、
　前記標準ＵＳＢプラグは導電体からなる標準シェルを備えており、
　前記特殊ＵＳＢプラグは導電体からなる特殊シェルを備えており、
　前記特殊シェルは前記所定方向において前記標準シェルよりも突出した識別部を有して
おり、
　前記ＵＳＢレセプタクルは、複数のコンタクトと、前記所定方向と直交するピッチ方向
に前記コンタクトを列設保持する絶縁体からなる保持部材と、前記所定方向と直交する面
内において前記保持部材を囲う導電体からなるシェルと、前記シェルとは別体の導電体か
らなる検知ピンとを備えており、
　前記コンタクトは、接点部を有しており、
　前記保持部材は、前記所定方向及び前記ピッチ方向の双方と直交する垂直方向において
厚みを有し且つ前記所定方向に延びる板状の主部を有しており、
　前記コンタクトの前記接点部は、前記主部の上面上に配置されており、
　前記シェルは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記
標準シェルと接続可能な形状で且つ前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌
合した際には前記特殊シェルと接続可能な形状を有しており、
　前記検知ピンは、接触部を有しており、
　前記検知ピンは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前
記標準シェルが前記接触部まで到達しない位置であって前記ＵＳＢレセプタクルを前記特
殊ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記特殊シェルの前記識別部が前記接触部に接続される
位置において、前記シェルに対して直接接続しないように前記保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第２のＵＳＢレセプタクルとして、第１のＵＳＢレセプタクルであっ
て、
　前記接触部が前記垂直方向と直交する水平面内において変位可能となるように前記検知
ピンは前記保持部材の側部に保持されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第３のＵＳＢレセプタクルとして、第２のＵＳＢレセプタクルであっ
て、
　前記検知ピンは、被保持部と、前記被保持部から延びる弾性変形可能なバネ部とを有し
ており、
　前記接触部は、前記バネ部に設けられており、
　前記保持部材は、前記被保持部を保持するピン保持部と、前記接触部の前記変位を許容
する変位許容部と、前記バネ部の変形を許容する変形許容部とを有しており、
　前記変形許容部は、前記所定方向において前記ピン保持部と前記変位許容部との間に位
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置し且つ前記ピン保持部から前記変位許容部に近づくに連れて前記ピッチ方向のサイズが
大きくなるように形成されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第４のＵＳＢレセプタクルとして、第３のＵＳＢレセプタクルであっ
て、
　前記バネ部には被規制部が設けられており、
　前記保持部材には前記ピッチ方向の外側へ向かう前記被規制部の移動を規制する規制部
が形成されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第５のＵＳＢレセプタクルとして、第４のＵＳＢレセプタクルであっ
て、
　前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌合した際に、前記規制部は、前記
ピッチ方向において前記特殊シェルよりも内側に位置している
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第６のＵＳＢレセプタクルとして、第３乃至第５のいずれかのＵＳＢ
レセプタクルであって、
　前記ピン保持部は、前記ピッチ方向と直交する垂直面内に延びる溝であり、
　前記被保持部と前記バネ部とは、前記垂直面内に延びており、且つ、前記ピッチ方向に
おいて前記ピン保持部よりもサイズの小さいものであり、
　前記検知ピンには、前記被保持部を前記ピン保持部の内壁に前記被保持部を押し付ける
ダボが形成されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第７のＵＳＢレセプタクルとして、第６のＵＳＢレセプタクルであっ
て、
　前記検知ピンには、前記保持部材に圧入される圧入ポストが形成されており、
　前記ダボは前記圧入ポストに形成されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第８のＵＳＢレセプタクルとして、第３乃至第７のいずれかのＵＳＢ
レセプタクルであって、
　前記バネ部は、前記垂直方向及び前記所定方向の双方と斜交する方向に延びている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第９のＵＳＢレセプタクルとして、第２乃至第８のいずれかのＵＳＢ
レセプタクルであって、
　前記接触部は、前記ピッチ方向と前記所定方向とで規定される面内において前記ピッチ
方向の外側に張り出した曲面を有している
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第１０のＵＳＢレセプタクルとして、第１乃至第９のいずれかのＵＳ
Ｂレセプタクルであって、
　前記保持部材には、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際に前
記所定方向において前記標準シェルと前記検知ピンとの間に位置する保護部が形成されて
いる
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１８】
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　また、本発明は、第１１のＵＳＢレセプタクルとして、第１乃至第１０のいずれかのＵ
ＳＢレセプタクルであって、
　前記識別部には、第１識別部と第２識別部の二種類あり、
　前記検知ピンには、前記第１識別部と接続可能な第１検知ピンと、前記第２識別部と接
続可能な第２検知ピンとの二種類あり、
　前記第１検知ピン及び前記第２検知ピンは、前記保持部材の前記ピッチ方向の側部に夫
々保持されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００１９】
　また、本発明は、第１２のＵＳＢレセプタクルとして、第１乃至第１１のいずれかのＵ
ＳＢレセプタクルであって、
　前記保持部材に搭載される絶縁性の追加保持部材と、前記追加保持部材に保持された複
数の追加コンタクトとを更に備えており、
　前記追加保持部材は、前記所定方向に延びる板状の支持部を有しており、
　前記支持部は、前記垂直方向において前記主部から離間して配置されており、
　前記支持部には、前記支持部を前記垂直方向において貫通する孔が形成されており、
　前記追加コンタクトは、前記支持部と前記主部とに挟まれた空間においては前記孔を通
してのみ、接触可能となっている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２０】
　また、本発明は、第１３のＵＳＢレセプタクルとして、第１２のＵＳＢレセプタクルで
あって、
　前記追加保持部材の前記所定方向における長さは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準
ＵＳＢプラグと嵌合した際に前記標準ＵＳＢプラグと重ならないように定められている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２１】
　また、本発明は、第１４のＵＳＢレセプタクルとして、第１２又は第１３のＵＳＢレセ
プタクルであって、
　前記追加保持部材は、前記垂直方向において前記保持部材と前記シェルとに少なくとも
部分的に挟まれて固定されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２２】
　また、本発明は、第１５のＵＳＢレセプタクルとして、第１４のいずれかのＵＳＢレセ
プタクルであって、
　前記追加保持部材の上面には、前記シェルに当接することにより前記追加保持部材を前
記保持部材側に押し付ける追加ダボが形成されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２３】
　また、本発明は、第１６のＵＳＢレセプタクルとして、第１２乃至第１５のいずれかの
ＵＳＢレセプタクルであって、
　前記追加コンタクトは、屈曲形成された追加接点部を有しており、
　前記追加コンタクトは、弾性変形可能なものであり、前記追加接点部が前記孔を通して
前記支持部の下方に部分的に突出するように前記追加保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２４】
　また、本発明は、第１７のＵＳＢレセプタクルとして、第１６のＵＳＢレセプタクルで
あって、
　前記支持部には、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際に前記
所定方向において前記標準シェルと前記追加コンタクトとの間に位置する追加保護部が形
成されている
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ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２５】
　また、本発明は、第１８のＵＳＢレセプタクルとして、第１６又は第１７のＵＳＢレセ
プタクルであって、
　前記シェルには、前記シェルの上面を前記垂直方向において貫通する開口部が形成され
ており、
　前記開口部は前記追加接点部の上方に位置しており、前記開口部を通じて前記追加接点
部を視認可能であると共に前記追加コンタクトが弾性変形した場合であっても前記追加接
点部と前記シェルとが接触しない
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００２６】
　更に、本発明は、第１の特殊ＵＳＢプラグとして、第１２乃至第１８のいずれかのＵＳ
Ｂレセプタクルと嵌合可能であり、前記特殊ＵＳＢプラグの一種である特殊ＵＳＢプラグ
であって、
　前記特殊ＵＳＢプラグは、前記ＵＳＢレセプタクルの前記コンタクトと接続される標準
コンタクトであって前記標準ＵＳＢプラグのコンタクトと同一の複数の標準コンタクトと
、前記追加コンタクトと接続される特殊コンタクトであって前記標準コンタクトとは異な
る複数の特殊コンタクトと、前記標準コンタクト及び前記特殊コンタクトを保持する特殊
保持部材とを更に備えており、
　前記特殊保持部材は、前記標準ＵＳＢプラグの備える標準保持部材に相当する標準相当
部と、前記標準相当部よりも前記所定方向に突出した板状の延長部とを有しており、
　前記標準コンタクトは、前記垂直方向において前記標準相当部の下面上に配置されると
共に前記所定方向において前記延長部まで達しないように前記特殊保持部材に保持されて
おり、
　前記延長部には、前記垂直方向における厚みの薄い薄肉部が設けられており、
　前記薄肉部は、前記延長部の前記所定方向の端面まで達しており、
　前記特殊コンタクトは、前記薄肉部の上面上に露出するように配置されており、
　前記特殊シェルは、前記垂直方向における上方から前記薄肉部を視認可能とする切り欠
き部を有していると共に前記延長部の前記ピッチ方向の側部を覆うように前記所定方向に
突出した側方突出部を有しており、
　前記側方突出部は前記識別部として機能している
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００２７】
　また、本発明は、第２の特殊ＵＳＢプラグとして、第１の特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記薄肉部と前記延長部の前記上面との境界部は、前記垂直方向と斜交する斜面を有し
ている
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００２８】
　また、本発明は、第３の特殊ＵＳＢプラグとして、第１又は第２の特殊ＵＳＢプラグで
あって、
　前記特殊コンタクトは、前記薄肉部の前記上面と前記延長部の前記所定方向の前記端面
とにおいて連続して露出している
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００２９】
　また、本発明は、第４の特殊ＵＳＢプラグとして、第１乃至第３のいずれかの特殊ＵＳ
Ｂプラグであって、
　前記特殊シェルは、前記延長部の前記上面上を覆う上方突出部を有しており、
　前記上方突出部は、前記側方突出部と連続している
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００３０】
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　また、本発明は、第５の特殊ＵＳＢプラグとして、第１乃至第４のいずれかの特殊ＵＳ
Ｂプラグであって、
　前記薄肉部は、前記特殊ＵＳＢプラグと前記ＵＳＢレセプタクルとを嵌合した際に前記
保持部材の前記主部と前記追加保持部材の前記支持部との間に挿入される
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００３１】
　更に、本発明は、新しいＵＳＢレセプタクルとして、
　ＵＳＢ規格に準拠した標準ＵＳＢプラグと前記標準ＵＳＢプラグとは異なる構造を有す
る特殊ＵＳＢプラグとを所定方向に沿って選択的に嵌合抜去可能なＵＳＢレセプタクルで
あって、
　前記ＵＳＢレセプタクルは、複数のコンタクトと、前記所定方向と直交するピッチ方向
に前記コンタクトを列設保持する絶縁体からなる保持部材と、前記所定方向及び前記ピッ
チ方向の双方と直交する垂直方向において前記保持部材に搭載される絶縁性の追加保持部
材と、前記追加保持部材に保持された複数の追加コンタクトと、前記垂直方向と前記ピッ
チ方向とで規定される面内において前記保持部材及び前記追加保持部材を囲う導電体から
なるシェルとを備えており、
　前記保持部材は、前記所定方向に延びる板状の主部を有しており、
　前記コンタクトは、前記主部の上面上に配置されており、
　前記追加保持部材は、前記所定方向に延びる板状の支持部を有しており、
　前記支持部は、前記主部の上方に前記主部から離間して配置されており、
　前記支持部には、前記支持部を前記垂直方向において貫通する孔が形成されており、
　前記追加コンタクトは、前記支持部と前記主部とに挟まれた空間においては前記孔を通
してのみ、接触可能となっている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【００３２】
　また、本発明は、新しい特殊ＵＳＢプラグとして、
　ＵＳＢレセプタクルと所定方向に沿って嵌合可能であり、ＵＳＢ規格に準拠した標準Ｕ
ＳＢプラグを変形してなる特殊ＵＳＢプラグであって、
　前記標準ＵＳＢプラグのコンタクトと同一の複数の標準コンタクトと、前記標準コンタ
クトとは異なる複数の特殊コンタクトと、前記標準コンタクトを前記所定方向と直交する
ピッチ方向に列設保持すると共に前記特殊コンタクトを前記ピッチ方向に列設保持する特
殊保持部材と、前記特殊保持部材を囲う特殊シェルとを備えており、
　前記特殊保持部材は、前記標準ＵＳＢプラグの備える標準保持部材に相当する標準相当
部と、前記標準相当部よりも前記所定方向に突出した板状の延長部とを有しており、
　前記標準コンタクトは、前記所定方向及び前記ピッチ方向の双方に直交する垂直方向に
おいて前記標準相当部の下面上に配置されると共に前記所定方向において前記延長部まで
達しないように前記特殊保持部材に保持されており、
　前記延長部には、前記垂直方向における厚みの薄い薄肉部が設けられており、
　前記特殊コンタクトは、前記薄肉部の上面上に露出するように配置されている
特殊ＵＳＢプラグを提供する。
【００３３】
　更に、本発明は、新しいＵＳＢレセプタクルとして、
　ＵＳＢ規格に準拠した標準ＵＳＢプラグと前記標準ＵＳＢプラグとは異なる構造を有す
る少なくとも一種の特殊ＵＳＢプラグとを所定方向に沿って選択的に嵌合抜去可能なＵＳ
Ｂレセプタクルであって、
　前記標準ＵＳＢプラグは導電体からなる標準シェルを備えており、
　前記特殊ＵＳＢプラグは導電体からなる特殊シェルを備えており、
　前記特殊シェルは前記所定方向において前記標準シェルよりも突出した識別部を有して
おり、
　前記ＵＳＢレセプタクルは、複数のコンタクトと、前記所定方向と直交するピッチ方向
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に前記コンタクトを列設保持する絶縁体からなる保持部材と、前記所定方向と直交する面
内において前記保持部材を囲う導電体からなるシェルと、前記シェルとは別体の導電体か
らなる検知ピンとを備えており、
　前記シェルは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記
標準シェルと接続可能な形状で且つ前記ＵＳＢレセプタクルを前記特殊ＵＳＢプラグと嵌
合した際には前記特殊シェルと接続可能な形状を有しており、
　前記検知ピンは、接触部を有しており、
　前記検知ピンは、前記ＵＳＢレセプタクルを前記標準ＵＳＢプラグと嵌合した際には前
記標準シェルが前記接触部まで到達しない位置であって前記ＵＳＢレセプタクルを前記特
殊ＵＳＢプラグと嵌合した際には前記特殊シェルの前記識別部が前記接触部に接続される
位置において、前記シェルに対して直接接続しないように前記保持部材に保持されている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明のＵＳＢレセプタクルの検知ピンは、ＵＳＢレセプタクルを標準ＵＳＢプラグと
嵌合した際にはシェルと導通しないが、ＵＳＢレセプタクルを特殊ＵＳＢプラグと嵌合し
た際には特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルを介してシェルと導通する。これにより、ＵＳＢ
レセプタクルに嵌合したＵＳＢプラグが標準ＵＳＢプラグであるのか特殊ＵＳＢプラグで
あるのかを識別・検知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるＵＳＢレセプタクルを示す斜視図である。
【図２】図１のＵＳＢレセプタクルを示す正面図である。
【図３】図１のＵＳＢレセプタクルを示す側面図である。
【図４】図１のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図５】図４の特殊ＵＳＢプラグの先端とその近傍を拡大して示す図である。
【図６】図１のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な標準ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図７】図１のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な他の特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図であ
る。
【図８】図１のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な更に他の特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図
である。
【図９】図１のＵＳＢレセプタクルのコネクタ本体を示す斜視図である。
【図１０】図９のコネクタ本体を示す斜視図である。第１検知ピン及び第２検知ピンはコ
ネクタ本体から分離されている。
【図１１】図９のコネクタ本体を示す上面図である。
【図１２】図１１のコネクタ本体の保持部材の側部とその近傍を拡大して示す図である。
【図１３】図９のコネクタ本体に含まれる第１検知ピンを示す斜視図である。
【図１４】図１３の第１検知ピンを示す他の斜視図である。
【図１５】図１３の第１検知ピンを示す上面図である。
【図１６】図１のＵＳＢレセプタクル（図９のコネクタ本体）と図４の特殊ＵＳＢプラグ
を示す上面図である。ＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとは未嵌合である。ＵＳＢ
レセプタクルシェルは省略されている。
【図１７】図１６の状態のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図１８】図１６の状態のＵＳＢレセプタクル（コネクタ本体）と特殊ＵＳＢプラグを示
す斜視図である。ＵＳＢレセプタクルシェルは省略されている。
【図１９】図１のＵＳＢレセプタクル（図９のコネクタ本体）と図４の特殊ＵＳＢプラグ
を示す斜視図である。特殊ＵＳＢプラグはＵＳＢレセプタクルに部分的に挿入されている
がＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとは未嵌合である。ＵＳＢレセプタクルシェル
は省略されている。
【図２０】図１９の状態のＵＳＢレセプタクル（コネクタ本体）と特殊ＵＳＢプラグを示
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す上面図である。ＵＳＢレセプタクルシェルは省略されている。
【図２１】図１９の状態のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図２２】図２０のコネクタ本体の保持部材の側部とその近傍を拡大して示す図である。
【図２３】図１のＵＳＢレセプタクル（図９のコネクタ本体）と図４の特殊ＵＳＢプラグ
を示す斜視図である。ＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとは嵌合している。ＵＳＢ
レセプタクルシェルは省略されている。
【図２４】本発明の第２の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグを
示す斜視図である。
【図２５】図２４の特殊ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図２６】図２５の特殊ＵＳＢプラグの先端とその近傍を拡大して示す図である。
【図２７】図２５の特殊ＵＳＢプラグを示す他の斜視図である。
【図２８】図２５の特殊ＵＳＢプラグをＡ--Ａ線に沿って示す断面図である。
【図２９】図２４のＵＳＢレセプタクルを示す上面図である。
【図３０】図２９のＵＳＢレセプタクルを示す正面図である。
【図３１】図２９のＵＳＢレセプタクルを示す斜視図である。
【図３２】図２９のＵＳＢレセプタクルを示す他の斜視図である。
【図３３】図２９のＵＳＢレセプタクルを示す分解斜視図である。
【図３４】図２９のＵＳＢレセプタクルをＢ--Ｂ線に沿って示す断面図である。
【図３５】図３３のＵＳＢレセプタクルに含まれる標準コネクタ本体を示す斜視図である
。
【図３６】図３５の標準コネクタ本体を示す斜視図である。第１検知ピン及び第２検知ピ
ンは標準コネクタ本体から分離されている。
【図３７】図３５の標準コネクタ本体を示す上面図である。
【図３８】図３５の標準コネクタ本体を示す正面図である。
【図３９】図３８の標準コネクタ本体をＣ--Ｃ線に沿って示す断面図である。
【図４０】図３８の標準コネクタ本体をＤ--Ｄ線に沿って示す断面図である。
【図４１】図３５の標準コネクタ本体に含まれるＵＳＢ３．０用のコンタクトを示す斜視
図である。
【図４２】図３５の標準コネクタ本体に含まれる保持部材を示す斜視図である。
【図４３】図３５の標準コネクタ本体に含まれるコンタクト及び保持部材を示す斜視図で
ある。ＵＳＢ２．０用のコンタクトは保持部材には未だ組み込まれていない。
【図４４】図３３のＵＳＢレセプタクルに含まれる追加コネクタ本体を示す斜視図である
。
【図４５】図４４の追加コネクタ本体を示す分解斜視図である。
【図４６】図４４の追加コネクタ本体を示す上面図である。
【図４７】図４４の追加コネクタ本体を示す正面図である。
【図４８】図４４の追加コネクタ本体を示す底面図である。
【図４９】図４４の追加コネクタ本体を示す側面図である。
【図５０】図４７の追加コネクタ本体をＥ--Ｅ線に沿って示す断面図である。
【図５１】図５０の追加コネクタの先端とその近傍を拡大して示す図である。
【図５２】図３３のＵＳＢレセプタクルに含まれるシェルを示す斜視図である。
【図５３】図３３のＵＳＢレセプタクルに含まれるロケータを示す上面図である。
【図５４】図５３のロケータを示す斜視図である。
【図５５】特殊ＵＳＢプラグの変形例を示す斜視図である。
【図５６】特殊ＵＳＢプラグの他の変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル及びＵＳＢプラグについて、図面
を参照しつつ詳細に説明する。
【００３７】
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　（第１の実施の形態）
　図１乃至図３を参照すると、本発明の第１の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１０
０は、基板（図示せず）に取り付けられるものである。このＵＳＢレセプタクル１００は
、図４、図６～図８に示される特殊ＵＳＢプラグ５００、標準ＵＳＢプラグ４００、特殊
ＵＳＢプラグ５００′及び特殊ＵＳＢプラグ５００″と選択的に嵌合可能なものである。
特に、本実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００は、後述するように、嵌合されたＵ
ＳＢプラグが特殊ＵＳＢプラグ５００（図４及び図５参照）であるか標準ＵＳＢプラグ４
００（図６参照）であるかを検知可能なものである。このＵＳＢレセプタクル１００は、
検知方法によっては、特殊ＵＳＢプラグ５００′（図７参照）や特殊ＵＳＢプラグ５００
″（図８参照）も更に検知可能である。以下においては、まずＵＳＢレセプタクル１００
に接続される標準ＵＳＢプラグ４００や特殊ＵＳＢプラグ５００等の構造について説明し
、その後、ＵＳＢレセプタクル１００の構造について説明する。
【００３８】
　図６に示される標準ＵＳＢプラグ４００は、ＵＳＢ３．０規格に準拠したＵＳＢプラグ
であり、複数のＵＳＢ２．０用のコンタクト（図示せず）と複数のＵＳＢ３．０用のコン
タクト（図示せず）を保持する絶縁体からなる標準保持部材４５０と、それを覆う導電体
からなる標準シェル４１０とを備えている。ここで、標準保持部材４５０や標準シェル４
１０の大きさは、規格に準拠したものとなっている。
【００３９】
　図４及び図５を参照すると、本実施の形態による特殊ＵＳＢプラグ５００は、標準ＵＳ
Ｂプラグ４００と同じように、複数のＵＳＢ２．０用のコンタクト（図示せず）と、複数
のＵＳＢ３．０用のコンタクト（図示せず）と、標準保持部材４５０とを備えている。ま
た、特殊ＵＳＢプラグ５００は、標準保持部材４５０を覆う導電体からなる特殊シェル５
１０を備えている。特殊シェル５１０は、ほぼ標準シェル４１０と同じような形状・サイ
ズを有しているが、Ｘ方向（ピッチ方向）の両端から－Ｙ方向に突出した第１識別部５１
２ｒ及び第２識別部５１２ｌの２つの識別部を有している点で標準シェル４１０と異なっ
ている。換言すると、本実施の形態における特殊シェル５１０は、第１識別部５１２ｒ及
び第２識別部５１２ｌを除く部位に関しては標準シェル４１０と同じサイズを有している
が、標準シェル４１０と比較して第１識別部５１２ｒ及び第２識別部５１２ｌの分だけＹ
方向（所定方向）におけるサイズが大きい。
【００４０】
　なお、図４、図７及び図８から理解されるように、特殊ＵＳＢプラグ５００′及び特殊
ＵＳＢプラグ５００″は、特殊ＵＳＢプラグ５００の特殊シェル５１０のみを変更したも
のである。詳しくは、図７に示される特殊ＵＳＢプラグ５００′の特殊シェル５１０′は
、第１識別部５１２ｒ及び第２識別部５１２ｌのうち、第２識別部５１２ｌのみを有して
おり、図８に示される特殊ＵＳＢプラグ５００″の特殊シェル５１０″は、第１識別部５
１２ｒのみを有している。即ち、ＵＳＢレセプタクルが最多で識別可能な特殊ＵＳＢプラ
グは、第１識別部及び第２識別部の双方を有するタイプと、第１識別部のみを有するタイ
プと、第２識別部のみを有するタイプとの三種類である。
【００４１】
　図１及び図２に示されるように、本実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００は、コ
ネクタ本体１１０と、絶縁体からなるロケータ３２０（図９参照）と、Ｙ方向（所定方向
）に直交する面内においてコネクタ本体１１０及びロケータ３２０を囲う導電体からなる
シェル１２０とを備えている。
【００４２】
　本実施の形態によるシェル１２０は、概略、Ｙ方向（所定方向）に直交する面内におい
て、Ｘ方向（ピッチ方向）に長くＺ方向（垂直方向）に短い四角形のような断面を有する
角筒状の形状を有している。シェル１２０の両側面には、ＵＳＢレセプタクル１００が標
準ＵＳＢプラグ４００又は特殊ＵＳＢプラグ５００と嵌合した際に、標準シェル４１０又
は特殊シェル５１０と接続されるシェル接続部１２２が形成されている。このため、ＵＳ
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Ｂレセプタクル１００が標準ＵＳＢプラグ４００又は特殊ＵＳＢプラグ５００と嵌合する
と、シェル１２０と標準シェル４１０又は特殊シェル５１０とは導通することとなる。シ
ェル１２０の両側面の後端（－Ｙ方向端部）には、前方（＋Ｙ方向）に凹んだ切欠きから
なる取付部１２８が設けられている。この取付部１２８は、後述するように、シェル１２
０をコネクタ本体１１０に取り付ける際に用いられる。
【００４３】
　図９乃至図１２に示されるように、コネクタ本体１１０は、複数の導電体からなるコン
タクト１３０及び１４０と、それらを保持する絶縁体からなる保持部材１５０と、導電体
からなる第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌとを備えている。ここで、コン
タクト１３０は、ＵＳＢ２．０用のものであり、４本ある。コンタクト１４０は、ＵＳＢ
３．０用のものであり、５本ある。コンタクト１３０は、保持部材１５０に保持される被
保持部１３２と、被保持部１３２から斜め前方に延びるバネ部１３４と、バネ部１３４の
先端に設けられた接点部１３６と、ＵＳＢレセプタクル１００を搭載する基板（図示せず
）に固定される被固定部１３８（図９及び図１７参照）とを有している。被固定部１３８
は、図９乃至図１１に示されるように、ロケータ３２０に設けられた整列孔３２２に挿入
され適切に配列される。コンタクト１４０は、接点部１４６を有している。コンタクト１
４０にも被固定部が設けられており、ロケータ３２０に設けられた整列孔に挿入され適切
に配列される。
【００４４】
　図９乃至図１２を参照すると、保持部材１５０は、板状の形状を有する主部１５２と、
主部１５２の後側（－Ｙ側）に位置するコンタクト保持部１５６と、Ｘ方向（ピッチ方向
）の両端に位置する側部１６０とを有している。主部１５２は、Ｚ方向（垂直方向）に厚
みを有し、且つ、Ｙ方向（所定方向）に延びている。
【００４５】
　図９乃至図１１を参照すると、コンタクト１３０は、保持部材１５０に対して上側（＋
Ｚ側）からコンタクト保持部１５６に被保持部１３２を圧入することで、Ｘ方向に列設保
持されており、接点部１３６は、主部１５２の上面１５４上に部分的に突出するように配
置されている。コンタクト１３０に関しては、バネ部１３４が弾性変形可能であり、従っ
て、接点部１３６は主としてＺ方向（垂直方向）に変移可能である。
【００４６】
　図９乃至図１１を参照すると、コンタクト１４０は、モールドイン法により保持部材１
５０の成型時に保持部材１５０に組み込まれ、Ｘ方向に列設保持されており、コンタクト
１４０の接点部１４６は、主部１５２の上面１５４上に配置されている。図１１から明ら
かなように、コンタクト１４０の接点部１４６は、コンタクト１３０の接点部１３６より
も主部１５２の前端（＋Ｙ側端部）に近い位置に位置している。即ち、コンタクト１４０
の接点部１４６は、コンタクト１３０の接点部１３６と主部１５２の前端（＋Ｙ側端部）
との間に位置している。
【００４７】
　図１０乃至図１２に示されるように、保持部材１５０の側部１６０には、ピン保持部１
６２と、変形許容部１６４と、変位許容部１６６と、規制部１６８と、保護部１７０と、
取付部１７６とが形成されている。ピン保持部１６２は、Ｘ方向と直交する方向に延びる
溝であり、部分的に保持部材１５０の底面まで貫通している。変形許容部１６４は、ピン
保持部１６２の前方（＋Ｙ側）に位置しており、変位許容部１６６は、その変形許容部１
６４の前方（＋Ｙ側）に位置している。変形許容部１６４は、ピン保持部１６２から変位
許容部１６６に近づくに連れて（＋Ｙ側に向かうに連れて）Ｘ方向のサイズが大きくなる
ように形成されている。図１２に特によく示されるように、本実施の形態による変形許容
部１６４を規定する２つの壁のうちの一方は、Ｘ方向及びＹ方向の双方に斜交している。
変位許容部１６６は、変形許容部１６４よりもＸ方向におけるサイズの大きいスペースで
あり、Ｘ方向の外側と連通している。規制部１６８と保護部１７０とは、変位許容部１６
６の前端（＋Ｙ側端部）近傍に位置している。規制部１６８は、変位許容部１６６の前端
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（＋Ｙ側端部）のＸ方向外側においてＹ方向に僅かに延びる壁であり、保護部１７０は、
変位許容部１６６の前方（＋Ｙ側）においてＹ方向と直交するように延びる壁である。本
実施の形態による規制部１６８及び保護部１７０は、Ｚ方向と直交する面内においてＬ字
状の形状を呈している。
【００４８】
　図９に示されるように、取付部１７６は、側部１６０の後端（－Ｙ側端部）に位置して
いる。取付部１７６は、前方（＋Ｙ側）に延びる板状の形状を有しており、Ｘ方向外側に
突出している。図１及び図９に示されるように、この取付部１７６に対して取付部１２８
を前方から（＋Ｙ側から）嵌め合わせることにより、シェル１２０を保持部材１５０に取
り付けることができる。
【００４９】
　図１０に示されるように、第１検知ピン３００ｒと第２検知ピン３００ｌとは、Ｘ方向
において鏡像関係にあるような形状を有している。図１３乃至図１５に示されるように、
第１検知ピン３００ｒは、平板状の被保持部３０２と、被保持部３０２から斜めに延びる
バネ部３０４と、バネ部３０４の先端に形成された接触部３０６と、接触部３０６の先端
に形成された被規制部３０８と、被保持部３０２から延びる圧入ポスト３１０及び搭載ポ
スト３１４とを有している。被保持部３０２、バネ部３０４、圧入ポスト３１０及び搭載
ポスト３１４は同一平面を構成しており、従って、第１検知ピン３００ｒは最低限の曲げ
で構成されている。本実施の形態における被保持部３０２やバネ部３０４の厚み（Ｘ方向
のサイズ）は、ピン保持部１６２のＸ方向のサイズよりも小さい。また、接触部３０６は
、被保持部３０２等で構成される平面から突出した曲面を有している。搭載ポスト３１４
は、ＵＳＢレセプタクル１００が基板（図示せず）に搭載固定されたとき、基板上に半田
付けされ、基板上の導体パターンに接続される。圧入ポスト３１０には、ダボ３１２が形
成されている。第２検知ピン３００ｌは、第１検知ピン３００ｒと対称な形状（鏡像構造
）を有している。
【００５０】
　図１０乃至図１２に示されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ
は、接触部３０６が主としてＸ方向に変移可能となるように、右側の側部１６０及び左側
の側部１６０に夫々保持されている。
【００５１】
　詳しくは、図９乃至図１２に示されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン
３００ｌは、被保持部３０２がピン保持部１６２内に保持されるように、上方（＋Ｚ側）
から側部１６０に対して圧入ポスト３１０が圧入されると共に搭載ポスト３１４が挿入さ
れる。この圧入の際、ダボ３１２が設けられていることから、被保持部３０２は、ピン保
持部１６２の内壁に押し付けられる。これにより、検知ピン（第１検知ピン３００ｒ及び
第２検知ピン３００ｌ）のバネの固定端が明確になるため、設計通りのバネ力を得ること
ができる。特に、本実施の形態においては、ダボ３１２を圧入ポスト３１０に設けている
、即ち、ダボ３１２を圧入部近傍に設けていることから、保持部材１５０の側部１６０に
対する検知ピン（第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ）の圧入とダボ３１２
による検知ピン（第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ）のＸ方向における位
置決めとをほぼ同時に行うことができ、従って、被保持部３０２をピン保持部１６２の内
壁に適切に押し付けることができる。
【００５２】
　図１１に示されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌが側部１６
０に夫々取り付けられた状態（被保持部３０２がピン保持部１６２の内壁に適切に押し付
けられた状態）において、バネ部３０４のＸ方向の内側には変形許容部１６４が位置して
いる。従って、バネ部３０４は、Ｘ方向内側に弾性変形可能となっている。
【００５３】
　図９及び図１０から理解されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００
ｌが側部１６０に夫々取り付けられた状態において、バネ部３０４は、被保持部３０２か
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ら＋Ｙ方向且つ－Ｚ方向で規定される方向（斜め下前方）に延びている。このため、バネ
長を長くとることができる。また、図１１及び図１２に示されるように、ピン保持部１６
２と変位許容部１６６との間に変形許容部１６４を設けたことによっても、バネ部３０４
として機能し得る長さを長くとることができており、しかも変形許容部１６４は前方（＋
Ｙ側）に近づくに連れて徐々に大きくなるように形成されていることから、保持部材１５
０の特に側部１６０の強度を損ねることもない。
【００５４】
　図１２に示されるように、第１検知ピン３００ｒが側部１６０に取り付けられた状態に
おいて、接触部３０６はＸ方向（ピッチ方向）の外側に突出（露出）している。この点、
第２検知ピン３００ｌも同様である。図１１及び図１２から理解されるように、露出した
接触部３０６の＋Ｙ側（前方）には何も存在していない。従って、図２に示されるように
、ＵＳＢレセプタクル１００を嵌合端側（即ち、＋Ｙ側；前側）から見た場合、接触部３
０６を視認することができる。従って、接触部３０６は、図２０を用いて後に詳述するよ
うに、Ｙ方向に沿って挿入される第１識別部５１２ｒ及び第２識別部５１２ｌと接触可能
となっている。この接触に際し、前述のようにＸＹ平面内において曲面を有するようにＸ
方向外側に突出していることから、第１識別部５１２ｒ及び第２識別部５１２ｌに対する
接触部３０６の接点が明確になっている。
【００５５】
　図１２に示されるように、変位許容部１６６は、Ｘ方向（ピッチ方向）において接触部
３０６の内側に位置しており、そのため、バネ部３０４が変形した際に接触部３０６の変
位が可能となっている。
【００５６】
　一方、図１２から理解されるように、規制部１６８は、Ｘ方向（ピッチ方向）において
被規制部３０８の外側に位置している。従って、Ｘ方向外側に向かう意図しない何らかの
力が接触部３０６に加わったとしても、被規制部３０８が規制部１６８に当接して接触部
３０６の意図しない変位を抑制することができる。なお、本実施の形態による規制部１６
８のＸ方向外側の面は、主部１５２のＸ方向の端面（側面）と面一に形成されているが、
本発明はこれに限定されず、例えば、Ｘ方向において、規制部１６８の外側の面が主部１
５２の側面よりも内側に位置していてもよい。
【００５７】
　図１２に示されるように、第１検知ピン３００ｒの先端（即ち、被規制部３０８）の前
方（＋Ｙ側）には保護部１７０が位置している。そのため、図２に示されるように、ＵＳ
Ｂレセプタクル１００を嵌合端側（即ち、＋Ｙ側；前側）から見た場合、被規制部３０８
を視認することはできない。このため、何らかの部材・部位が被規制部３０８に対して＋
Ｙ側（前側）から意図しない接触をすることを避けることができる。この点、第２検知ピ
ン３００ｌについても同様である。
【００５８】
　保護部１７０は、ＵＳＢレセプタクル１００と標準ＵＳＢプラグ４００とが嵌合した際
にＹ方向において標準シェル４１０が通常であれば到達しない位置に設けられている。ま
た、保護部１７０が主部１５２のＸ方向の両端よりも内側に位置していることから理解さ
れるように、ＵＳＢレセプタクル１００と特殊ＵＳＢプラグ５００とが嵌合した際に特殊
シェル５１０が保護部１７０に接触することもない。即ち、保護部１７０は、ＵＳＢレセ
プタクル１００と標準ＵＳＢプラグ４００や特殊ＵＳＢプラグ５００との嵌合の障害とな
ることはない。
【００５９】
　図１６乃至図２３に示されるように、ＵＳＢレセプタクル１００に対して－Ｙ方向に沿
って特殊ＵＳＢプラグ５００を嵌合させると、特殊シェル５１０の第１識別部５１２ｒ及
び第２識別部５１２ｌを第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌの接触部３０６
と接触させることができる。この場合であっても、図２０及び図２２から理解されるよう
に、特殊シェル５１０の第１識別部５１２ｒ及び第２識別部５１２ｌ以外の部位は、Ｙ方
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向において保護部１７０を超えて奥側（後側；－Ｙ側）に位置することができない。即ち
、ＵＳＢレセプタクル１００に対して標準ＵＳＢプラグ４００を嵌合させた場合、標準シ
ェル４１０が保護部１７０よりも奥側（後側；－Ｙ側）に位置している接触部３０６等に
接触することはない。
【００６０】
　図２及び図１１から理解されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００
ｌは、シェル１２０とは接触してない。換言すると、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知
ピン３００ｌは、シェル１２０と直接接続しないように、保持部材１５０に保持されてい
る。一方で、シェル１２０は、ＵＳＢレセプタクル１００が標準ＵＳＢプラグ４００や特
殊ＵＳＢプラグ５００と嵌合した際に、シェル接続部１２２を介して標準シェル４１０や
特殊シェル５１０と接続することができる。従って、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知
ピン３００ｌは、ＵＳＢレセプタクル１００が標準ＵＳＢプラグ４００と嵌合した際には
シェル１２０と導通しないが、ＵＳＢレセプタクル１００が特殊ＵＳＢプラグ５００と嵌
合した際にはシェル１２０と導通することとなる。
【００６１】
　このため、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌとシェル１２０とが導通し
たかしないかにより、標準ＵＳＢプラグ４００がＵＳＢレセプタクル１００と嵌合したの
か特殊ＵＳＢプラグ５００がＵＳＢレセプタクル１００と嵌合したのかを検知することが
できる。検知方法は、シェル１２０と第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌと
の間に電流が流れるか否かにより、特殊ＵＳＢプラグ５００とＵＳＢレセプタクル１００
とが嵌合しているのか標準ＵＳＢプラグ４００とＵＳＢレセプタクル１００とが嵌合して
いるのかを検知する方法（電流検知）であってもよいし、第１検知ピン３００ｒ及び第２
検知ピン３００ｌの電位をプルアップしておく一方でシェル１２０をグランドに接続して
おき、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌの電位に変動があるか否か（即ち
、グランドに落とされるか否か）により、特殊ＵＳＢプラグ５００とＵＳＢレセプタクル
１００とが嵌合しているのか標準ＵＳＢプラグ４００とＵＳＢレセプタクル１００とが嵌
合しているのかを検知する方法（電圧検知）であってもよい。
【００６２】
　電流検知の場合も電圧検知の場合も、第１検知ピン３００ｒに関する検知と第２検知ピ
ン３００ｌに関する検知とを互いに独立させることにより、特殊ＵＳＢプラグ５００だけ
でなく、図７及び図８に示されるような特殊ＵＳＢプラグ５００′や特殊ＵＳＢプラグ５
００″の検知が可能となる。詳しくは、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ
の双方がシェル１２０と導通していることを確認できた場合にはＵＳＢレセプタクル１０
０に対して特殊ＵＳＢプラグ５００が接続されており、第２検知ピン３００ｌのみがシェ
ル１２０と導通していることを確認できた場合にはＵＳＢレセプタクル１００に対して特
殊ＵＳＢプラグ５００′が接続されており、第１検知ピン３００ｒのみがシェル１２０と
導通していることを確認できた場合にはＵＳＢレセプタクル１００に対して特殊ＵＳＢプ
ラグ５００″が接続されており、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌの双方
がシェル１２０と導通していない状態を確認できた場合にはＵＳＢレセプタクル１００に
対して標準ＵＳＢプラグ４００が接続されていることを検出することができる。
【００６３】
　（第２の実施の形態）
　図２４を参照すると、本発明の第２の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００ａは
、ＵＳＢ３．０規格に準拠した標準ＵＳＢプラグ４００（図６参照）と特殊ＵＳＢプラグ
５００ａと選択的に嵌合可能なものである。図２４乃至図２８を参照すると、特殊ＵＳＢ
プラグ５００ａは、概略、標準ＵＳＢプラグ４００に加えて更に５本の特殊コンタクト５
４０ａを追加してなるものである。図３０及び図３３を参照すると、ＵＳＢレセプタクル
１００ａは、標準ＵＳＢプラグ４００と接続されるコンタクト１３０ａ及びコンタクト１
４０ａに加えて、特殊ＵＳＢプラグ５００ａの特殊コンタクト５４０ａに対応する５本の
追加コンタクト１８０ａを備えている。本実施の形態による特殊ＵＳＢプラグ５００ａの
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特殊コンタクト５４０ａ及びＵＳＢレセプタクル１００の追加コンタクト１８０ａは、Ｕ
ＳＢ３．０用の信号伝送に用いられるものである。即ち、本実施の形態による特殊ＵＳＢ
プラグ５００ａ及びＵＳＢレセプタクル１００ａは、夫々、ＵＳＢ３．０用の信号伝送に
用いられるコンタクトを２セット備えているものであり、言わばデュアルＵＳＢ３．０タ
イプのものである。以下に詳述するように、ＵＳＢレセプタクル１００ａには、上述した
第１の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００（図１乃至図３参照）に設けられてい
た検知機構と同様の検知機構が組み込まれており、標準ＵＳＢプラグ４００が嵌合された
のか特殊ＵＳＢプラグ５００ａが嵌合されたのかを検知することができる。
【００６４】
　図２５乃至図２８に示されるように、本実施の形態による特殊ＵＳＢプラグ５００ａは
、導電体からなる特殊シェル５１０ａと、導電体からなる複数の標準コンタクト５２０ａ
及び５３０ａと、導電体からなる複数の特殊コンタクト５４０ａと、絶縁体からなる特殊
保持部材５５０ａとを備えている。標準コンタクト５２０ａは、ＵＳＢ２．０用のもので
あり、４本ある。各標準コンタクト５２０ａは、接点部５２２ａを有している。標準コン
タクト５３０ａは、ＵＳＢ３．０用のものであり、５本ある。各標準コンタクト５３０ａ
は、屈曲形成された接点部５３２ａを有している。標準コンタクト５３０ａは、弾性変形
可能なものであり、接点部５３２ａは変位することができる。標準コンタクト５２０ａ及
び標準コンタクト５３０ａは、標準ＵＳＢプラグ４００（図６参照）にも含まれているも
のである。これに対して、特殊コンタクト５４０ａは、標準コンタクト５２０ａや標準コ
ンタクト５３０ａとは異なり、本実施の形態による特殊ＵＳＢプラグ５００ａ特有のもの
であり、５本ある。各特殊コンタクト５４０ａは、接点部５４２ａを有している。
【００６５】
　特殊保持部材５５０ａは、標準コンタクト５２０ａ、標準コンタクト５３０ａ及び特殊
コンタクト５４０ａを夫々Ｘ方向において列設保持している。特殊保持部材５５０ａは、
標準ＵＳＢプラグ４００の備える標準保持部材４５０に相当する標準相当部５５２ａと、
標準相当部５５２ａよりもＹ方向（所定方向）に突出した板状の延長部５５６ａとを有し
ている。延長部５５６ａには、Ｚ方向（垂直方向）におけるサイズの小さい（即ち、厚み
の薄い）薄肉部５６２ａが設けられている。本実施の形態による薄肉部５６２ａの上面５
６４ａは、延長部５５６ａの上面５５８ａよりも－Ｚ方向（下方）に位置している。即ち
、薄肉部５６２ａは延長部５５６ａの中で凹んでいる。薄肉部５６２ａは、延長部５５６
ａのＹ方向における端面５６０ａまで達している。薄肉部５６２ａの上面５６４ａと延長
部５５６ａの上面５５８ａとの境界部５６６ａは、Ｚ方向（垂直方向）と斜交している。
このような境界部５６６ａが設けられていることにより、薄肉部５６２ａに応力が加わっ
たときに破損してしまうことを避けることができる。
【００６６】
　標準コンタクト５２０ａは、モールドイン法により特殊保持部材５５０ａの成型時に特
殊保持部材５５０ａに組み込まれている。接点部５２２ａは、標準相当部５５２ａの下面
５５４ａ上に配置されている。この接点部５２２ａは、Ｙ方向において標準相当部５５２
ａ内に収まっており、延長部５５６ａまでは達していない。標準コンタクト５３０ａは、
特殊保持部材５５０ａに圧入保持されており、それによって接点部５３２ａは、標準相当
部５５２ａの下面５５４ａ上に配置されている。この接点部５３２ａもまた、Ｙ方向にお
いて標準相当部５５２ａ内に収まっており、延長部５５６ａまでは達していない。
【００６７】
　本実施の形態による特殊コンタクト５４０ａは、モールドイン法により特殊保持部材５
５０ａの成型時に特殊保持部材５５０ａに組み込まれている。特殊コンタクト５４０ａの
接点部５４２ａは、薄肉部５６２ａの上面５６４ａ上に露出するように配置されている。
更に、本実施の形態による特殊コンタクト５４０ａは、延長部５５６ａのＹ方向（所定方
向）の端面５６０ａまで達している。即ち、本実施の形態による特殊コンタクト５４０ａ
は、薄肉部５６２ａの上面５６４ａと延長部５５６ａのＹ方向（所定方向）の端面５６０
ａとにおいて連続して露出している。これにより、接触有効長を長くすることができる。
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【００６８】
　特殊シェル５１０ａは、延長部５５６ａのＸ方向（ピッチ方向）の端面（側部）を覆う
ように－Ｙ方向に突出した２つの側方突出部５１４ａと、延長部５５６ａの上面５５８ａ
を覆うように－Ｙ方向に突出した２つの上方突出部５１６ａとを有している。本実施の形
態による側方突出部５１４ａは、標準シェル４１０（図６参照）よりも－Ｙ側に突出して
おり、第１の実施の形態による第１識別部５１２ｒや第２識別部５１２ｌのような識別部
として機能している。上方突出部５１６ａは、側方突出部５１４ａと連続している。換言
すると、側方突出部５１４ａと上方突出部５１６ａは、Ｙ方向と直交する面（ＸＺ平面）
内においてＬ字状の断面を有している。これにより、側方突出部５１４ａ及び上方突出部
５１６ａの強度が確保されている。
【００６９】
　２つの上方突出部５１６ａは、Ｘ方向において離間して設けられている。Ｘ方向におけ
る上方突出部５１６ａ間には、切り欠き部５１８ａが設けられている。切り欠き部５１８
ａは、－Ｙ方向端部から＋Ｙ方向に向かって凹むように形成されている。切り欠き部５１
８ａは、薄肉部５６２ａの上方（＋Ｚ側）に位置している。このため、薄肉部５６２ａは
、切り欠き部５１８ａを通して上方（＋Ｚ側）から視認可能となっている。
【００７０】
　図２９乃至図３４に示されるように、本実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００ａ
は、標準コネクタ本体１１０ａと、標準コネクタ本体１１０ａに搭載された追加コネクタ
本体１１５ａと、絶縁体からなるロケータ３２０ａと、Ｙ方向（所定方向）に直交する面
内において標準コネクタ本体１１０ａ及び追加コネクタ本体１１５ａとロケータ３２０ａ
とを囲う導電体からなるシェル１２０ａとを備えている。
【００７１】
　図２９乃至図３３及び図５２に示されるように、本実施の形態によるシェル１２０ａは
、概略、Ｙ方向（所定方向）に直交する面内において、Ｘ方向（ピッチ方向）に長くＺ方
向（垂直方向）に短い四角形のような断面を有する角筒状の形状を有している。シェル１
２０ａの両側面には、ＵＳＢレセプタクル１００ａが標準ＵＳＢプラグ４００又は特殊Ｕ
ＳＢプラグ５００ａと嵌合した際に、標準シェル４１０又は特殊シェル５１０ａと接続さ
れるシェル接続部１２２ａが形成されている。このため、ＵＳＢレセプタクル１００ａが
標準ＵＳＢプラグ４００又は特殊ＵＳＢプラグ５００ａと嵌合すると、シェル１２０ａと
標準シェル４１０又は特殊シェル５１０ａとは導通することとなる。図２９、図３１、図
３３及び図５２に示されるように、シェル１２０ａの上面１２４ａには、上面１２４ａを
Ｚ方向において貫通する開口部１２６ａが形成されている。開口部１２６ａは、Ｘ方向に
長手を有する細長い窓である。図３１及び図３３に示されるように、シェル１２０ａの両
側面の後端（－Ｙ方向端部）には、前方（＋Ｙ方向）に凹んだ切欠きからなる取付部１２
８ａが設けられている。この取付部１２８ａは、後述するように、シェル１２０ａを標準
コネクタ本体１１０ａに取り付ける際に用いられる。
【００７２】
　図３３乃至図４３に示されるように、標準コネクタ本体１１０ａは、ＵＳＢ３．０規格
に準拠したコネクタ本体１１０（図９参照）と同等の機能を提供するものであり、複数の
導電体からなるコンタクト１３０ａ及び１４０ａと、それらを保持する絶縁体からなる保
持部材１５０ａと、導電体からなる第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌとを
備えている。
【００７３】
　コンタクト１３０ａは、ＵＳＢ２．０用のものであり、４本ある。コンタクト１３０ａ
は、保持部材１５０ａに保持される被保持部１３２ａと、被保持部１３２ａから斜め前上
方に延びるバネ部１３４ａと、バネ部１３４ａの先端に設けられた接点部１３６ａと、Ｕ
ＳＢレセプタクル１００ａを搭載する基板（図示せず）に固定される被固定部１３８ａ（
図３９、図４０及び図４３参照）とを有している。
【００７４】
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　コンタクト１４０ａは、ＵＳＢ３．０用のものであり、５本ある。コンタクト１４０ａ
は、接点部１４６ａと被固定部１４８ａ（図３９及び図４１参照）とを有している。
【００７５】
　図３９、図４０、図４２及び図４３を参照すると、保持部材１５０ａは、板状の形状を
有する主部１５２ａと、主部１５２ａの後側（－Ｙ側）に位置するコンタクト保持部１５
６ａと、Ｘ方向（ピッチ方向）の両端に位置する側部１６０ａとを有している。主部１５
２ａは、Ｚ方向（垂直方向）に厚みを有し、且つ、Ｙ方向（所定方向）に延びている。主
部１５２ａ内には、－Ｚ方向（下方）に凹むと共にＹ方向（所定方向）に延びるバネ収容
部１５５ａが形成されている。本実施の形態によるコンタクト保持部１５６ａは、第１の
実施の形態によるコンタクト保持部１５６（図９及び図１０参照）と比較して低い。これ
は、後述するように、追加コネクタ本体１１５ａを搭載するためである。図４２に示され
るように、コンタクト保持部１５６ａの上面は、搭載部１５８ａとして機能する。
【００７６】
　図３５乃至図３８、図４０及び図４３を参照すると、コンタクト１３０ａは、保持部材
１５０ａに対して上側（＋Ｚ側）からコンタクト保持部１５６ａに被保持部１３２ａを圧
入することで、Ｘ方向に列設保持されている。バネ部１３４ａは、バネ収容部１５５ａに
弾性変形可能となるように収容されており、接点部１３６ａは、主部１５２ａの上面１５
４ａ上に部分的に突出するように配置されている。バネ部１３４ａの弾性変形により接点
部１３６ａは主としてＺ方向（垂直方向）に変移可能である。
【００７７】
　図３５乃至図３９を参照すると、コンタクト１４０ａは、モールドイン法により保持部
材１５０ａの成型時に保持部材１５０ａに組み込まれ、Ｘ方向に列設保持されている。こ
れらコンタクト１４０ａの接点部１４６ａは、主部１５２ａの上面１５４ａ上に配置され
ている。図３７から明らかなように、コンタクト１４０ａの接点部１４６ａは、コンタク
ト１３０ａの接点部１３６ａよりも主部１５２ａの前端（＋Ｙ側端部）に近い位置に位置
している。即ち、コンタクト１４０ａの接点部１４６ａは、コンタクト１３０ａの接点部
１３６ａと主部１５２ａの前端（＋Ｙ側端部）との間に位置している。
【００７８】
　図３５乃至図３７及び図４２に示されるように、保持部材１５０ａの側部１６０ａには
、ピン保持部１６２ａと、変形許容部１６４ａと、変位許容部１６６ａと、規制部１６８
ａと、保護部１７０ａと、取付部１７６ａとが形成されている。ピン保持部１６２ａは、
Ｘ方向と直交する方向に延びる溝であり、部分的に保持部材１５０ａの底面まで貫通して
いる。変形許容部１６４ａは、ピン保持部１６２ａの前方（＋Ｙ側）に位置しており、変
位許容部１６６ａは、その変形許容部１６４ａの前方（＋Ｙ側）に位置している。変形許
容部１６４ａは、ピン保持部１６２ａから変位許容部１６６ａに近づくに連れて（＋Ｙ側
に向かうに連れて）Ｘ方向のサイズが大きくなるように形成されている。図３７に特によ
く示されるように、本実施の形態による変形許容部１６４ａを規定する２つの壁のうちの
一方は、Ｘ方向及びＹ方向の双方に斜交している。変位許容部１６６ａは、変形許容部１
６４ａよりもＸ方向におけるサイズの大きいスペースであり、Ｘ方向の外側と連通してい
る。図４２に特によく示されているように、規制部１６８ａと保護部１７０ａとは、変位
許容部１６６ａの前端（＋Ｙ側端部）近傍に位置している。規制部１６８ａは、変位許容
部１６６ａの前端（＋Ｙ側端部）のＸ方向外側においてＹ方向に僅かに延びる壁であり、
保護部１７０ａは、変位許容部１６６ａの前方（＋Ｙ側）においてＹ方向と直交するよう
に延びる壁である。本実施の形態による規制部１６８ａ及び保護部１７０ａは、Ｚ方向と
直交する面内においてＬ字状の形状を呈している。
【００７９】
　図３１乃至図３３及び図３５乃至図３８に示されるように、取付部１７６ａは、側部１
６０ａの後端（－Ｙ側端部）に位置している。取付部１７６ａは、前方（＋Ｙ側）に延び
る板状の形状を有しており、Ｘ方向外側に突出している。
【００８０】
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　図３５、図３７及び図４２に示されるように、側部１６０ａのＸ方向の内側には、凹部
（係合部）１７２ａが形成されている。凹部１７２ａは、保持部材１５０ａの後端（－Ｙ
側端部）近傍に位置しており、それぞれ、Ｘ方向内側に凹んでいる。これら凹部１７２ａ
は、追加コネクタ本体１１５ａを標準コネクタ本体１１０ａに搭載する際に用いられる部
位である。更に、図３７に示されるように、凹部１７２ａの－Ｚ側（下側）にはＸ方向内
側に突出した係止部１７４ａが形成されている。これら係止部１７４ａは、後述するよう
に、ロケータ３２０ａを保持部材１５０ａに取り付ける際に利用される。
【００８１】
　本実施の形態による保持部材１５０ａに取り付けられる第１検知ピン３００ｒと第２検
知ピン３００ｌは、第１の実施の形態によるものと同じ構造を有している（図１３乃至図
１５参照）。これら第１検知ピン３００ｒと第２検知ピン３００ｌは、第１の実施の形態
と同様、接触部３０６が主としてＸ方向に変移可能となるように、右側の側部１６０ａ及
び左側の側部１６０ａに夫々保持されている（図３６及び図３７参照）。
【００８２】
　図３３、図４４乃至図５１に示されるように、追加コネクタ本体１１５ａは、導電体か
らなる複数の追加コンタクト１８０ａと、絶縁体からなる追加保持部材１９０ａとを備え
ている。
【００８３】
　図４５に示されるように、追加コンタクト１８０ａは、特殊ＵＳＢプラグ５００ａの特
殊コンタクト５４０ａに対応するものであり、５本ある。各追加コンタクト１８０ａは、
－Ｚ方向（下方）に延びる被保持部１８２ａと、被保持部１８２ａの＋Ｚ側端部（上端）
から＋Ｙ方向（前方）に延びるバネ部１８４ａと、バネ部１８４ａの先端に形成された追
加接点部１８６ａと、被保持部１８２ａから更に－Ｚ方向（下方）に延びる被固定部１８
８ａとを有している。被保持部１８２ａには、Ｘ方向に突出した圧入部が設けられている
。バネ部１８４ａは弾性変形可能であり、従って、追加接点部１８６ａも変移可能である
。なお、追加接点部１８６ａは、－Ｚ側に突出するように屈曲形成されている。即ち、追
加接点部１８６ａは、－Ｚ側に突出した「く」の字状の形状を有している。
【００８４】
　図４５及び図４６に示されるように、追加保持部材１９０ａは、Ｙ方向に延びる板状の
支持部１９８ａと、支持部１９８ａの後側に位置するコンタクト保持部２０６ａとを有し
ている。
【００８５】
　図４５、図４６、図４７及び図５０から理解されるように、支持部１９８ａには、底部
を有する溝からなるバネ収容部２０５ａが形成されており、各バネ収容部２０５ａの＋Ｙ
側端部（前端）近傍には支持部１９８ａを貫通する孔２０２ａが形成されている。即ち、
支持部１９８ａを－Ｚ側（下側）から見た場合、孔２０２ａを除きバネ収容部２０５ａは
視認することができない。
【００８６】
　図５０及び図５１から理解されるように、孔２０２ａは、支持部１９８ａの＋Ｙ側端部
（前端）までは達しておらず、孔２０２ａの＋Ｙ側（前側）には追加保護部２０４ａが設
けられている。
【００８７】
　図４４乃至図４７、図４９及び図５０に示されるように、追加保持部材１９０ａの上面
１９２ａには＋Ｚ側（上方）に突出した追加ダボ１９６ａが形成されている。図４４乃至
図４８に示されるように、追加保持部材１９０ａのＸ方向の両端（両側部）には、Ｘ方向
外側に突出した凸部（係合部）１９４ａが形成されている。この凸部１９４ａは、図３３
及び図３５をも参照すると理解されるように、保持部材１５０ａの凹部１７２ａに係合す
る部位である。
【００８８】
　図４５から理解されるように、コンタクト保持部２０６ａに対して追加コンタクト１８
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０ａの被保持部１８２ａを圧入することにより、追加コンタクト１８０ａを追加保持部材
１９０ａに取り付ける。その結果、図４７及び図５０に示されるように、バネ部１８４ａ
はバネ収容部２０５ａ内に弾性変形可能となるように収容され、追加接点部１８６ａは孔
２０２ａを通して支持部１９８ａの下面２００ａから－Ｚ側（下側）に部分的に突出して
いる。この状態においては、図４８に示されるように、追加コンタクト１８０ａは、支持
部１９８ａの下面２００ａを－Ｚ側（下側）から見た場合、追加接点部１８６ａを除き、
視認することができない。また、図４７から理解されるように、追加保護部２０４ａが設
けられていることから、追加接点部１８６ａは、＋Ｙ側（前方）からは支持部１９８ａの
下面２００ａから突出している部位を除き、視認することができない。従って、支持部１
９８ａの＋Ｙ側から何らかの部材が追加コンタクト１８０ａに誤って接触してしまうこと
を極力抑えることができる。
【００８９】
　このようにして追加コンタクト１８０ａを追加保持部材１９０ａに取り付けて追加コネ
クタ本体１１５ａを構成した後、追加コネクタ本体１１５ａは図３３から理解されるよう
に標準コネクタ本体１１０ａ上に搭載される。具体的には、図３４、図３５、図４４及び
図５０から理解されるように、追加保持部材１９０ａの凸部１９４ａを保持部材１５０ａ
の凹部１７２ａに係合させつつ、追加保持部材１９０ａの支持部１９８ａの下面２００ａ
の一部を保持部材１５０ａの搭載部１５８ａに搭載することにより、追加コネクタ本体１
１５ａを標準コネクタ本体１１０ａに取り付けることができる。
【００９０】
　図３０に示されるように、追加コネクタ本体１１５ａを標準コネクタ本体１１０ａに取
り付けた状態において、支持部１９８ａと主部１５２ａとはＺ方向（垂直方向）において
離間している。この支持部１９８ａと主部１５２ａとに挟まれた空間において、追加コン
タクト１８０ａは、下側（－Ｚ側）から見た場合、孔２０２ａから突出している追加接点
部１８６ａを除き、視認することができない。即ち、支持部１９８ａと主部１５２ａとに
挟まれた空間においては、追加コンタクト１８０ａは、孔２０２ａを通してのみ、接触可
能となっている。このような構造とすることにより、追加コンタクト１８０ａがコンタク
ト１３０ａと接触してしまうリスクを可能な限り減らすことができる。
【００９１】
　追加コネクタ本体１１５ａを標準コネクタ本体１１０ａに取り付けた後、図３１、図３
３及び図３５に示されるように、保持部材１５０ａの取付部１７６ａに対してシェル１２
０ａの取付部１２８ａを前方から（＋Ｙ側から）嵌め合わせることにより、シェル１２０
ａを保持部材１５０ａに取り付けることができる。
【００９２】
　図２９及び図３１から理解されるように、シェル１２０ａを保持部材１５０ａに取り付
けた状態において、シェル１２０ａの開口部１２６ａは、追加コンタクト１８０ａの追加
接点部１８６ａの＋Ｚ側（上方）に位置している。従って、追加接点部１８６ａは、開口
部１２６ａを通じて視認可能となっている。また、追加接点部１８６ａが＋Ｚ側（上方）
に変位した場合であっても開口部１２６ａがあるため、シェル１２０ａと追加コンタクト
１８０ａとが接触してしまうことはない。
【００９３】
　標準コネクタ本体１１０ａ及び追加コネクタ本体１１５ａに対してシェル１２０ａを取
り付けると、追加保持部材１９０ａの追加ダボ１９６ａがシェル１２０ａに当接すること
となり、追加コネクタ本体１１５ａはシェル１２０ａから反力を受けることとなる。これ
により、追加コネクタ本体１１５ａ（特に、追加保持部材１９０ａ）は、標準コネクタ本
体１１０ａ（特に、保持部材１５０ａ）に対して－Ｚ方向（下方）に沿って押し付けられ
ることとなる。即ち、本実施の形態による追加保持部材１９０ａは、Ｚ方向（垂直方向）
において保持部材１５０ａとシェル１２０ａとに部分的に挟まれている。
【００９４】
　図３１及び図３３から理解されるように、標準コネクタ本体１１０ａ及び追加コネクタ
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本体１１５ａに対してシェル１２０ａを取り付けた後、ロケータ３２０ａを取り付けるこ
とで、本実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００ａを得ることができる。
【００９５】
　図５３及び図５４に示されるように、本実施の形態によるロケータ３２０ａには、３組
の整列孔３２２ａ、３２４ａ、３２６ａと係止部３２８ａとが形成されている。整列孔３
２２ａはコンタクト１３０ａの被固定部１３８ａに対応しており、整列孔３２４ａはコン
タクト１４０ａの被固定部１４８ａに対応しており、整列孔３２６ａは追加コンタクト１
８０ａの被固定部１８８ａに対応している。各整列孔３２２ａ，３２４ａ，３２６ａに対
応する被固定部１３８ａ，１４８ａ，１８８ａを挿入することで、被固定部１３８ａ，１
４８ａ，１８８ａの位置関係と適切に調整しつつ、ロケータ３２０ａを更に＋Ｚ側（上方
）に移動させると、係止部３２８ａを保持部材１５０ａの係止部１７４ａに係止させるこ
とができ、それによってロケータ３２０ａを保持部材１５０ａに取り付け固定することが
できる。
【００９６】
　このようにして構成されたＵＳＢレセプタクル１００ａを特殊ＵＳＢプラグ５００ａと
嵌合した際に、支持部１９８ａと主部１５２ａとの間には特殊ＵＳＢプラグ５００ａの薄
肉部５６２ａが挿入され、それによって、特殊コンタクト５４０ａの接点部５４２ａと追
加コンタクト１８０ａの追加接点部１８６ａとが接続される。この際、追加接点部１８６
ａは接点部５４２ａによって＋Ｚ側（上方）に変位させられるが、本実施の形態のシェル
１２０ａの上面１２４ａには開口部１２６ａが設けられていることから、シェル１２０ａ
と追加コンタクト１８０ａとが接触してしまうことを避けることができる。
【００９７】
　なお、図３４、図３５及び図３７から理解されるように、追加保持部材１９０ａの支持
部１９８ａの＋Ｙ方向先端（前端）は、保護部１７０ａとほぼ同じ位置にある。これは、
標準ＵＳＢプラグ４００とＵＳＢレセプタクル１００ａとを嵌合した際に、追加コネクタ
本体１１５ａに標準ＵＳＢプラグ４００がぶつからないようにするためである。換言する
と、本実施の形態において、追加保持部材１９０ａのＹ方向（所定方向）における長さは
、ＵＳＢレセプタクル１００ａを標準ＵＳＢプラグ４００と嵌合した際に標準ＵＳＢプラ
グ４００と重ならないように定められている。
【００９８】
　図２４乃至図２６、図３０、図３３乃至図３５から理解されるように、ＵＳＢレセプタ
クル１００ａに対して－Ｙ方向に沿って特殊ＵＳＢプラグ５００ａを嵌合させると、特殊
シェル５１０ａの側方突出部５１４ａを第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ
の接触部３０６と接触させることができる。一方、ＵＳＢレセプタクル１００ａに対して
標準ＵＳＢプラグ４００を嵌合させた場合、標準シェル４１０が接触部３０６に接触する
ことはない。
【００９９】
　図３０及び図３７から理解されるように、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３０
０ｌは、シェル１２０ａとは接触してない。換言すると、第１検知ピン３００ｒ及び第２
検知ピン３００ｌは、シェル１２０ａと直接接続しないように、保持部材１５０ａに保持
されている。一方で、シェル１２０ａは、ＵＳＢレセプタクル１００ａが標準ＵＳＢプラ
グ４００や特殊ＵＳＢプラグ５００ａと嵌合した際に、シェル接続部１２２ａを介して標
準シェル４１０や特殊シェル５１０ａと接続することができる。従って、第１検知ピン３
００ｒ及び第２検知ピン３００ｌは、ＵＳＢレセプタクル１００ａが標準ＵＳＢプラグ４
００と嵌合した際にはシェル１２０ａと導通しないが、ＵＳＢレセプタクル１００ａが特
殊ＵＳＢプラグ５００ａと嵌合した際にはシェル１２０ａと導通することとなる。
【０１００】
　このため、第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌとシェル１２０ａとが導通
したかしないかにより、標準ＵＳＢプラグ４００がＵＳＢレセプタクル１００ａと嵌合し
たのか特殊ＵＳＢプラグ５００ａがＵＳＢレセプタクル１００ａと嵌合したのかを検知す
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ることができる。検知方法としては、第１の実施の形態と同様、電流検知と電圧検知とが
ある。
【０１０１】
　上述した第２の実施の形態によるＵＳＢレセプタクル１００ａと特殊ＵＳＢプラグ５０
０ａとには、限られたサイズ的制限にもかかわらず、構造上の工夫により、ＵＳＢ３．０
規格で規定された信号線以外の信号線群が追加されている。この第２の実施の形態におけ
る構造上の工夫のみを本願発明として利用することとしてもよい。即ち、かかる場合には
、検知ピン（第１検知ピン３００ｒ及び第２検知ピン３００ｌ）を利用した検知機構は備
えていても良いが、必須ではない。
【０１０２】
　上述した実施の形態等による特殊ＵＳＢプラグ５００，５００′，５００″，５００ａ
のいずれにおいても第１識別部５１２ｒ、第２識別部５１２ｌ、側方突出部５１４ａとい
った識別部が主として特殊シェル５１０，５１０′，５１０″，５１０ａにおいて－Ｙ方
向に突出している部位であったが、本発明はこれに限定されるわけではない。例えば、特
殊シェルの上縁や下縁も－Ｙ方向に突出させて、検知ピンと接触させたくない部位を特殊
シェルの縁部から＋Ｙ方向に凹ませたような外観を有するように特殊シェルを構成するこ
ととしてもよいし、特殊シェルの形状に応じて相手側となるＵＳＢレセプタクルにも変更
を加えることとしてもよい。
【０１０３】
　例えば、図６と図５５を併せて参照すれば理解されるように、図５５に示される特殊Ｕ
ＳＢプラグ５００ｂの特殊シェル５１０ｂは、図６に示される標準ＵＳＢプラグ４００の
標準シェル４１０に似ている外観を有するものであるが、標準シェル４１０の－Ｙ方向端
部が標準保持部材４５０の－Ｙ方向端部とほぼ同一面上に位置しているのに対して、特殊
シェル５１０ｂの－Ｙ方向端部は標準保持部材４５０の－Ｙ方向端部よりも前方に突出し
ている点で異なっている。具体的には、図５５に示されるように、特殊ＵＳＢプラグ５０
０ｂの特殊シェル５１０ｂは、第１識別部５１２ｒと、第２識別部５１２ｌと、上方突出
部５１６ｂと、下方突出部５１７ｂとを有しており、これら第１識別部５１２ｒ、第２識
別部５１２ｌ、上方突出部５１６ｂ及び下方突出部５１７ｂは、－Ｙ方向において同じ長
さだけ標準保持部材４５０の前端よりも前方に突出している。
【０１０４】
　一方、図５６を参照すると、特殊ＵＳＢプラグ５００ｃの特殊シェル５１０ｃは、第２
識別部５１２ｌと、上方突出部５１６ｃと、下方突出部５１７ｃとを有している。即ち、
図５５と図５６とを参照すれば理解されるように、図５６の特殊シェル５１０ｃは、図５
５の特殊シェル５１０ｂにおける第１識別部５１２ｒに対応する部位を＋Ｙ方向に凹ませ
たような形状を有している。換言すると、特殊シェル５１０ｃの第２識別部５１２ｌ、上
方突出部５１６ｃ及び下方突出部５１７ｃは、互いに同じ長さだけ標準保持部材４５０の
端部よりも－Ｙ方向において突出している。
【０１０５】
　同様に、図５５の特殊シェル５１０ｂにおいて第２識別部５１２ｌに相当する部位のみ
を＋Ｙ方向に凹ませて特殊シェルを構成することとしてもよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　１００，１００ａ　　　　ＵＳＢレセプタクル
　１１０　　　　コネクタ本体
　１１０ａ　　　　標準コネクタ本体
　１１５ａ　　　　追加コネクタ本体
　１２０，１２０ａ　　　　シェル
　１２２，１２２ａ　　　　シェル接続部
　１２４ａ　　　　上面
　１２６ａ　　　　開口部
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　１２８，１２８ａ　　　　取付部
　１３０，１３０ａ　　　　コンタクト
　１３２，１３２ａ　　　　被保持部
　１３４，１３４ａ　　　　バネ部
　１３６，１３６ａ　　　　接点部
　１３８，１３８ａ　　　　被固定部
　１４０，１４０ａ　　　　コンタクト
　１４６，１４６ａ　　　　接点部
　１４８ａ　　　　被固定部
　１５０，１５０ａ　　　　保持部材
　１５２，１５２ａ　　　　主部
　１５４，１５４ａ　　　　上面
　１５５ａ　　　　バネ収容部
　１５６，１５６ａ　　　　コンタクト保持部
　１５８ａ　　　　搭載部
　１６０，１６０ａ　　　　側部
　１６２，１６２ａ　　　　ピン保持部
　１６４，１６４ａ　　　　変形許容部
　１６６，１６６ａ　　　　変位許容部
　１６８，１６８ａ　　　　規制部
　１７０，１７０ａ　　　　保護部
　１７２ａ　　　　凹部（係合部）
　１７４ａ　　　　係止部
　１７６，１７６ａ　　　　取付部
　１８０ａ　　　　追加コンタクト
　１８２ａ　　　　被保持部
　１８４ａ　　　　バネ部
　１８６ａ　　　　追加接点部
　１８８ａ　　　　被固定部
　１９０ａ　　　　追加保持部材
　１９２ａ　　　　上面
　１９４ａ　　　　凸部（係合部）
　１９６ａ　　　　追加ダボ
　１９８ａ　　　　支持部
　２００ａ　　　　下面
　２０２ａ　　　　孔
　２０４ａ　　　　追加保護部
　２０５ａ　　　　バネ収容部
　２０６ａ　　　　コンタクト保持部
　３００ｒ　　　　第１検知ピン（検知ピン）
　３００ｌ　　　　第２検知ピン（検知ピン）
　３０２　　　　被保持部
　３０４　　　　バネ部
　３０６　　　　接触部
　３０８　　　　被規制部
　３１０　　　　圧入ポスト
　３１２　　　　ダボ
　３１４　　　　搭載ポスト（半田付け部）
　３２０，３２０ａ　　　　ロケータ
　３２２，３２２ａ　　　　整列孔
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　３２４ａ　　　　整列孔
　３２６ａ　　　　整列孔
　３２８ａ　　　　係止部
　４００　　　　標準ＵＳＢプラグ
　４１０　　　　標準シェル
　４５０　　　　標準保持部材
　５００，５００′，５００″，５００ａ，５００ｂ，５００ｃ　　　　特殊ＵＳＢプラ
グ
　５１０，５１０′，５１０″，５１０ａ，５１０ｂ，５１０ｃ　　　　特殊シェル
　５１２ｒ　　　　第１識別部（識別部）
　５１２ｌ　　　　第２識別部（識別部）
　５１４ａ　　　　側方突出部（識別部）
　５１６ａ，５１６ｂ，５１６ｃ　　　　上方突出部
　５１７ｂ，５１７ｃ　　　　下方突出部
　５１８ａ　　　　切り欠き部
　５２０ａ　　　　標準コンタクト
　５２２ａ　　　　接点部
　５３０ａ　　　　標準コンタクト
　５３２ａ　　　　接点部
　５４０ａ　　　　特殊コンタクト
　５４２ａ　　　　接点部
　５５０ａ　　　　特殊保持部材
　５５２ａ　　　　標準相当部
　５５４ａ　　　　下面
　５５６ａ　　　　延長部
　５５８ａ　　　　上面
　５６０ａ　　　　端面
　５６２ａ　　　　薄肉部
　５６４ａ　　　　上面
　５６６ａ　　　　境界部
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